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平成 22 年 3 月 31 日以後終了する事業年度の年度
末に係わる財務諸表から、「賃貸等不動産の時価等の
開示に関する会計基準」が適用となります。

今回は、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会
計基準」(以下、賃貸等不動産会計基準)とはどのよ
うな基準なのか、解説致します。
１．賃貸等不動産会計基準で何が変わるのか

「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基
準」という基準のタイトルから、賃貸目的で所有し
ている不動産等について、貸借対照表上で時価評価
を行う必要があるのではと不安を抱いている方もい
らっしゃるかと思います。

賃貸等不動産会計基準では、基準で対象としてい
る不動産について貸借対照表で時価評価を行うこと
は求めていません。賃貸等不動産の貸借対照表上の
価額は、「固定資産の減損に係る会計基準」により、
減損が行われない場合は取得原価を基準とした評価
額により、減損が行われる場合は使用価値と正味売
却価格のうちの高い方の価格である回収可能価格に
より計上されます。

賃貸等不動産に対する時価の開示は、注記により
行われます。賃貸等不動産会計基準で注記が求めら
れる項目は、以下の通りです。
(1)賃貸等不動産の概要
(2)賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中にお

ける主な変動
(3)賃貸等不動産の当期末における時価及びその算

定方法
(4)賃貸借不動産に関する損益
ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場

合はこれら注記を省略することができます。
２．賃貸等不動産会計基準の対象不動産

賃貸等不動産会計基準の対象不動産は、以下の通
りです。
(1)貸借対照表において投資不動産として区分され

ている不動産
(2)将来の使用が見込まれない遊休不動産
(3)上記以外で賃貸されている不動産
これら賃貸等不動産には、将来賃貸等不動産とし

て使用する目的で開発中の不動産や、継続して賃貸
等不動産として使用する予定で再開発中の不動産も
含まれます。また、賃貸目的で保有しているが一時
的に借手が存在していない不動産も、基準の対象と
なります。

なお、棚卸資産に計上されている、販売目的等の

不動産は賃貸等不動産会計基準の対象となりません。
３．賃貸等不動産の時価の算定方法

賃貸等の不動産の時価とは、市場価格が観察でき
る場合は市場価格に基づく価額を、市場価格が観察
できない場合には合理的に算定された価額をいいま
す。合理的に算定された価額は、「不動産鑑定評価基
準」(国土交通省)による方法又は類似の方法に基づ
いて算定します。

もっとも、第三者からの取得時又は直近の「不動
産鑑定評価基準」等による原則的な時価算定を行っ
た時から、一定の評価額や適切に市場価格を反映し
ていると考えられる指標に重要な変動が生じていな
い場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金
額をもって時価とみなすことが認められています。
さらに、その変動が軽微なときには、取得時の価額
または直近の原則的な時価算定による価額をもって
期末時価とすることができます。

また、開示される賃貸等不動産のうち重要性が乏
しいものについては、一定の評価額のほか、公示価
格、都道府県基準地価格等の適切に市場価格を反映
していると考えられる指標に基づく価額等を時価と
みなすことが認められています。
４．賃貸等不動産とＩＦＲＳ

ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）では、ＩＡＳ第 40
号「投資不動産」において、賃貸収益かキャピタル・
ゲイン目的のどちらか一方又はその両方の目的とし
て保有する不動産のうち、物品の製造若しくは販売
又はサービスの提供、又は経営管理目的のために使
用するもの、通常の営業循環過程で販売される目的
として保有するものを除いたものを「投資不動産」
と定義し、評価方法を定めています。

評価方法は、原価評価と時価評価の選択適用とさ
れており、原価評価の場合は時価等の注記がなされ
ることとされています。

賃貸等不動産会計基準の適用により、投資不動産
についてもコンバージェンスが進んだといえます。
５．結び

賃貸等不動産会計基準の適用により、上場企業等
において注記とはいえ賃貸等不動産の時価が開示さ
れることとなります。賃貸目的等の投資不動産の保
有について、これまで以上に投資家の視線にさらさ
れることとなります。
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